
第８ 中国帰国者定着促進センター、中国帰国者自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センター一覧
平成２３年２月１日現在

○中国帰国者定着促進センター（１カ所）

名 称 場 所 開 設 年 月 日

中国帰国者定着促進センター 〒359-0042 所沢市並木６－４－２ 昭５９．２．１

○中国帰国者自立研修センター（２カ所）

東京都中国帰国者自立研修センター 〒162-8953 新宿区神楽河岸１－１ 昭６３．７．１
東京都ｾﾝﾄﾗﾙﾌﾟﾗｻﾞ５階 東京都社会福祉協議会内

大阪府中国帰国者自立研修センター 〒533-0024 大阪市東淀川区柴島３－１０－１９ 昭６３．６．１

○中国帰国者支援・交流センター（７カ所）

名 称 場 所 開 設 年 月 日

北海道中国帰国者支援・交流センター 〒060-0002 札幌市中央区北２条西７－１ 平１９． ８．１
北海道社会福祉総合センター３階

東北中国帰国者支援・交流センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町３－７－４ 平１９． ８．１
宮城県社会福祉会館

中国帰国者支援・交流センター 〒110-0015 台東区東上野１－２－１３ 平１３．１１．１
カーニープレイス新御徒町６階

東海・北陸中国帰国者支援・交流センター 〒461-0014 名古屋市東区橦木町１－１９ 平１８． ９．１
日本棋院中部会館６階

近畿中国帰国者支援・交流センター 〒530-0026 大阪市北区神山町１１－１２ 平１３．１１．１

中国・四国中国帰国者支援・交流センター 〒732-0816 広島市南区比治山本町１２－２ 平１８． ９．１
広島県社会福祉会館内

九州中国帰国者支援・交流センター 〒810-0044 福岡市中央区六本松１－２－２２ 平１６． ６．１
福岡県社会福祉センター内



第９ 中国残留孤児訪日調査の実施状況及び判明率の推移

（平成23年2月1日現在）

１ 集団による訪日調査によるもの

区 分（実施時期） 訪 日 人 員 う ち 判 明 判 明 率

第１次 （昭56.3） ４７人 ３０人 ６３．８％

第２次 （昭57.2～3） ６０ ４５ ７５．０

第３次 （昭58.2～3） ４５ ２５ ５５．６

第４次 （昭58.12） ６０ ３７ ６１．７

第５次 （昭59.2～3） ５０ ２７ ５４．０

第６次 （昭59.11～12） ９０ ３９ ４３．３

第７次 （昭60.2～3） ９０ ３９ ４３．３

第８次 （昭60.9） １３５ ４１ ３０．４

第９次 （昭60.11～12） １３５ ３４ ２５．２

第10次 （昭61.2～3） １３０ ３４ ２６．２

第11次 （昭61.6） ２００ ８０ ４０．０

第12次 （昭61.9） ２００ ６４ ３２．０

第13次 （昭61.10～11） １００ ３３ ３３．０

第14次 （昭61.12） ４２ １５ ３５．７

第15次 （昭62.2～3） １０４ ２８ ２６．９

昭62-1 （昭62.11） ５０ １０ ２０．０

昭62-2 （昭63.2～3） ５０ １３ ２６．０

昭63-1 （昭63.6～7） ３５ １２ ３４．３

昭63-2 （平元.2～3） ５７ ９ １５．８

平成元年 （平2.2～3） ４６ １２ ２６．１

平成２年 （平2.11～12） ３７ ４ １０．８

平成３年 （平3.11～12） ５０ ６ １２．０

平成４年 （平4.11～12） ３３ ４ １２．１

平成５年 （平5.10～11） ３２ ５ １５．６

平成６年 （平6.11～12） ３６ ５ １３．９

平成７年 （平7.10～11） ６７ ７ １０．４

平成８年 （平8.10～11） ４３ ４ ９．３

平成９年 （平9.10） ４５(１) ３ ６．８

平成10年 （平10.11） ２７ ５ １８．５

平成11年 （平11.11） ２０ ２ １０．０

計 ２１１６(１) ６７２ ３１．８

注：( )内の１人は、訪日後、日本人孤児を取り消された者で内数

２ 訪日対面調査によるもの

区 分 情報公開人員 う ち 判 明 判 明 率

平成12年 （平12.11） ２０人 ３人 １５．０％

平成13年 （平13.11） ２０ ４ ２０．０

平成14年 （平14.11） ６ １ １６．７

平成15年 （平16.2） １０ １ １０．０

平成16年 （平16.11） １２ １ ８．３

平成17年 （平17.11） ５ ０ ０．０

平成18年 （平18.11） ７ ０ ０．０

平成19年 （平19.11） ４ １ ２５．０

平成20年 （平20.11） ３ １ ３３．３

平成21年 （平21.11） １ ０ ０．０

平成22年 ０ ０ ０．０

計 ８８ １２ １３．６





実施時期 備考

４月８日（予定）

４月中旬以降

５月上旬

実地監査実施の
約２ヶ月前

第２四半期
～

第４四半期

実地監査実施
２週間前

実地監査期間
（３日間）

・実地監査実施後
１ヶ月半以内

・書面監査実施後
２ヶ月以内

監査結果通知後
２ヶ月以内２ヶ月以内

翌年度５月末

概　　　　　　　　　　　要

　実地監査対象都道府県・指定都市本庁へ実地監査実施
　の通報

１

２

４

実地監査

選　定

事前協議

実地監査

７

・実地監査対象都道府県・指定都市本庁並びに実施機関
　においてヒアリングを実施
・実施機関についてはケース検討も実施
・監査講評

　実地監査対象都道府県及び指定都市は実地監査資料を
　提出

・当該年度の実地及び書面監査実施計画の通報
・書面監査資料の提出依頼（各ブロック毎に第２四半期
　から第４四半期の間に提出期限を設定）３

６

監査実施
計画通知

発　出

発　出

　実地及び書面監査結果通知の発出

　実地及び書面監査結果通知に対する是正改善結果報告
　書の提出

実　施

実地監査

９

監査結果
通　　知

８
発　出

是正改善

　事前協議用資料の提出

・実地監査候補地（１９都道府県市程度）を選定
・実地監査候補地との事前協議を実施し、監査対象
　実施機関の選定及び監査日程等の仮調整を行う

　（事前協議は電話・メールによるが、必要に応じてヒアリングを
　　実施）

業務の流れ

結果報告

実地監査

事前準備

資料提出

実施通知

候補地

提　出

　実地及び書面監査の結果について、所定の様式において厚
生
　労働省へ報告

10
監査結果
報　　　告

第10 中国残留邦人等に対する支援給付施行事務監査実施計画

５

書面監査 　書面監査対象都道府県及び指定都市は、各ブロック毎
　の提出期限までに書面監査用資料を提出

資料提出



（参考） 都道府県・指定都市本庁が行う監査業務の流れ概要

１ 実地監査について

（１）監査事前打ち合わせ会

各支援給付実施機関から本庁へ提出された資料に基づきヒアリング等を行い、今

年度に実地監査を行う実施機関の調整を行う。

（２）監査対象実施機関の選定

①上記（１）の打ち合わせ会の結果を踏まえ、管内実施機関の動向、前年度実施し

た指導監査結果報告書等を参考に実地監査対象実施機関を選定する。

なお、実施機関の負担を考慮し、選定の際には同一年に会計検査院の実地検査対

象実施機関等との重複は避けることが望ましい （選定時に判明している場合）。

②実地監査対象実施機関を選定し、監査計画（案）を作成の上、上司と協議するな

どして決定する。

③決定後、実地監査対象実施機関へは、電話により監査日程等を連絡しておくと資

料要求等がスムーズに進む。

（３）監査実施通知の発出

監査計画を基に監査実施通知を作成し、実地監査対象実施機関へは監査2ヶ月前

までに実施機関へ通知する（資料提出期限は監査２週間前 。）

書面監査対象実施機関へは、資料提出期限を決め、通知する。

（４）事前準備

①ヒアリング資料の作成

②実地監査時に必要な資料

実施監査時に必要な資料を一覧にして、事前（概ね監査1週間前まで）に実施機

関へ連絡し、実地監査がスムーズに進むよう努める。

③ケース検討予定表

事前に実施機関から中国残留邦人等の世帯種別ケース番号一覧表の資料を徴収

し、ケース検討予定表を作成する。ケース数は10ケースを目途とし、10ケースに満

たない場合は、すべてのケースについて検討を行うこと。

なお、初日に行うケース検討予定表のみを監査実施前日の午後に連絡する。

（５）指導監査の実施

①「支援給付施行事務監査にかかる資料」に基づきヒアリングを実施

（必要な証拠書類はコピーを依頼する ）。

②ケース検討票を作成し、ケース検討を実施

（ケース検討が複数日にわたる場合は、翌日のケース検討予定表のみを午後に連絡

する ）。

③ケース検討の確認

（文書指示、口頭指示等の整合性、未記載事項の確認を行い、訂正等があれば必ず



ケース担当者へ連絡する。ケース検討日が1日の場合は、当日の時間内に行う ）。

④必要に応じて実地調査を実施

（実施機関と相談しながら訪問可能な世帯へ実地調査を行うかを検討する ）。

⑤ケース検討票の集計

⑥集計後、講評原稿の作成

⑦実施機関講評前打合せ

（実施機関側との意見調整を行う ）。

⑧実施機関講評

（是正改善内容は具体的に説明するよう努める ）。

※必要に応じて実施機関側と意見交換会を行う。

＜各実施機関で整理しておく必要がある帳簿類＞

・面接受付簿

・面接相談記録簿

・支援給付申請受理簿

・課税調査結果の処理に関する記録

・返還金、徴収金に関する収入整理簿、債権管理簿

・医療券交付処理簿

・通院台帳、頻回受診者指導台帳

・移送費管理記録簿

・介護券交付処理簿

・介護給付費公費受給者別一覧表 等

（６）監査結果報告書、復命会

監査結果報告書（復命書）を作成し、復命会を開催する。

（復命会は、監査実施機関に対する指導指示事項について、組織決定をする場であ

ると同時に、各監査担当者が共通認識を形成し、実質的な監査基準の統一化、資質

向上の場として機能を持っていることに留意のこと ）。

また、復命会では評価事例、先進事例も紹介し、他の実施機関にも監査等を通じ

て紹介できるようにする。

（７）監査結果通知

復命会終了後、速やかに実施機関へ通知する（監査日より1ヶ月半以内が目安 。）

なお、是正改善事項がある場合は、結果通知発出後、2ヶ月以内を目安に報告書

を提出させる。

（８）是正改善結果報告

監査結果通知にて、是正改善事項があった場合は、改善状況を審査し、改善状況

が不十分と思われる場合は、報告書の再提出等を指導すること。

（９）指導台帳の整理

当該年度に実施した監査結果を整理する。



２ 書面監査について

（１）監査実施通知の発出

実地監査を行わないこととなった実施機関に対し、書面監査の監査実施通知を発

出し、監査資料の提出期限を知らせる。

（２）指導監査の実施

実施機関より提出された監査資料の内容確認、必要に応じて電話等での聞き取り

や書面による講評を行う。

（３）監査結果報告書の作成

監査結果報告書を作成し、実施機関に対する指導指示事項について、組織決定を

する。

（４）監査結果通知

監査結果報告書作成後、速やかに実施機関へ通知する（提出期限より2ヶ月以内

が目安 。）

なお、是正改善事項がある場合は、結果通知発出後、2ヶ月以内を目安に報告書

を提出させる。

（５）是正改善結果報告

監査結果通知にて、是正改善事項があった場合は、改善状況を審査し、改善状況

が不十分と思われる場合は、報告書の再提出等を指導すること。

（６）指導台帳の整理

当該年度に実施した監査結果を整理する。

３ 監査結果報告の提出

実地及び書面監査の結果について、翌年度５月末までに、所定の様式において厚生

労働省へ報告を行う。
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